
「令和 5 年度 運営方針」 

 

すべては子どもたちのために 

 

東上総教育事務所は「SEC」 

で皆さんを応援します。す。                                  

                                                                              

                      

明るくさわやかな笑顔     事案に応じて，「迅速な    所員個々が職務に責任と 

で対応する。              対応」を常に心掛ける。     誇りを持ち，自己研鑽に 

                              努める。 

    

                                                                              

                   
それぞれの学校のニーズ     管内の市町村（組合）       ｢CHIBA行動宣言！｣を常時 

に応じた指導・助言に     教育委員会及び校長会      携帯し，意識の向上を図る。 

努める。                   との連携を重視する。       

事務所は、学校・家庭・地域の応援団！ 


